
１ 国民健康保険税の税率等見直しの趣旨 

令和６年度に策定した多摩市国民健康保険運営方針を踏まえ、以下の考え方で保険税率の見直

しを行うものである。 

１. 令和１８年度までの赤字繰入の解消を目指すため、保険税率設定の見直しにより毎年 1億円

程度の赤字解消・削減に取り組む 

２. 令和８年度の改定に当たっては、社会経済状況を踏まえつつ、国保事業費納付金とこれに基

づく標準保険料率を参考に改定する 

３. 課税限度額及び軽減判定額については、法定額と同額とする 

４. 子ども・子育て支援金分の令和８年度標準保険料率は、所得割率が０．２７％、均等割額が

１，７１９円、１８歳以上均等割額が１１３円であるが、この率・額と同額とする。 

 

２ 国民健康保険税の税率等の推移 

◼ 税率 

種別 令和元年度 ２・３年度 ４・５年度 ６年度 ７年度 

所得割 ８．５０％ ８．８４％ ９．０３％ ９．３８％ ９．９４％ 

均等割 ４８，７００円 ５０，６００円 ５１，６００円 ５３，５００円 ５５，２００円 

◼ 課税限度額 

医療・後期・介護 

合算 
令和元年度 ２・３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

９６万円 ９９万円 １０２万円 １０４万円 １０６万円 １０９万円 
※令和８年度の法定額は、１１３万円の見込み（医療６７万円・後期２６万円・介護１７万円、子ども３万円） 

◼ 世帯所得による軽減判定額 

区分 令和元年度 ２年度 ３・４年度 ５年度 ６年度 ７年度 
７割 33万円 43万円+(給与・年金所得がある加入者数-1)×10万円 

５割 
７割の額＋加入者数

×28万円 

７割の額＋加入者数

×28.5万円 

７割の額＋加入者数

×28.5万円 

７割の額＋加入者数

×29万円 

７割の額＋加入者数

×29.5万円 

７割の額＋加入者数

×30.5万円 

２割 
７割の額＋加入者数

×51万円 
７割の額＋加入者数

×52万円 
７割の額＋加入者数

×52万円 
７割の額＋加入者数

×53.5万円 
７割の額＋加入者数

×54.5万円 
７割の額＋加入者数

×56万円 

※令和８年度の法定額は、５割が「７割の額＋加入者数×31万円」、２割が「同…×57万円」の見込み 

 

３ 赤字繰入額の推移 

単位：千円                  

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

７９４，２７０ ６０６，７５６ ７６５，９６９ ９６３，１３３ １，４１３，１４３ １，２０７，５０６ 

 

４ 令和６年度決算における保険税収入と赤字繰入額と割合 

 

国保特別会計 

歳入計 

うち 

赤字繰入額 

赤字繰入 

割合 

年度平均 

被保険者数 

1人当たり 

赤字繰入額 

１４，７４３，００２千円 

１，２０７，５０６千円 ８．１９％ 

２７，６５４人 

４３，６６５円 

うち 

保険税収入額 

保険税収入 

割合 

1人当たり 

平均賦課額 

２，６８８，９０９千円 １８．２４％ ９７，２３４円 

 

５ 改定率と税率、標準保険料率 

 
 

令和７年度 

令和８年度 

 ＋１％ ＋２％ ＋４％ ＋６％ 
標準保険料率 

(仮算定) 

所得割 
９．９４％ 

１０．０４％ １０．１４％ １０．３４％ １０．５４％ １３．４３％ 
（＋０．１０） （＋０．２０） （＋０．４０） （＋０．６０） （＋３．４９） 

（子ども分含む） １０．３１％ １０．４１％ １０．６１％ １０．８１％ １３．７０％ 

均等割 
５５，２００円 

５５，７００円 ５６，３００円 ５７，４００円 ５８，５００円 ８６，４０８円 
（＋５００） （＋１，１００） （＋２，２００） （＋３，３００） （＋３１，２０８） 

（子ども分含む） ５７，５３２円 ５８，１３２円 ５９，２３２円 ６０，３３２円 ８８，２４０円 

※ 下段カッコ内は、現行税率との差 

※ 「子ども分含む」は、子ども・子育て支援金分の標準保険料率（所得割：０．２７％、均

等割１，７１９円、１８歳以上均等割１１３円）を加算した額 

※ 医療分・後期高齢者支援金等分・介護分の内訳は次ページ【参考１】のとおり 

 

６ モデル世帯による保険税試算額 

 

 

令和７年度 

令和８年度試算(子ども分含む、下段は現行税率との差) 

 ＋１％ ＋２％ ＋４％ ＋６％ 
標準保険料率 

(仮算定) 

夫婦２人 

子２人 
４５１，５００円 

４６７，９００円 ４７２，４００円 ４８１，７００円 ４９０，５００円 ６５３，２００円 

(＋１６，４００) (＋２０，９００) (＋３０，２００) (＋３９，０００) (＋２０１，７００) 

夫婦 ８０，９００円 
８４，７００円 ８５，５００円 ８７，２００円 ８８，７００円 １２１，０００円 

(＋３，８００) (＋４，６００) (＋６，３００） (＋７，８００) (＋４０，１００) 

単身 ２２，９００円 
２３，９００円 ２４，２００円 ２４，６００円 ２５，１００円 ３６，５００円 

(＋１，０００) (＋１，３００) (＋１，７００) (＋２，２００) (＋１３，６００) 

※ モデル世帯の詳細は、次ページ【参考２】のとおり 

※ 子ども・子育て支援金分は標準保険料率で計算 

 
 

 

７ 令和８年度赤字繰入見込額 

単位：千円 

 令和７年度据置 ＋１％ ＋２％ ＋４％ ＋６％ 

保険税収

入見込 
２，６２９，３６４ ２，６５３，４８０ ２，６７５，５７２ ２，７１８，４６２ ２，７６１，７５２ 

法定外繰

入見込 
１，２２２，２７９ 

１，１９８，１６３ １，１７６，０７１ １，１３３，１８１ １，０８９，８９１ 

（△２４，１１６） （△４６，２０８） （△８９，０９８） （△１３２，３８８） 

※ 下段カッコ内は、据置の場合との差 
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８ 参考：所得による均等割軽減対象者の割合 

◼ 令和７年１１月末現在の保険税賦課集計より、軽減対象者数 

 保険税対象 

全世帯数 
軽減なしの世帯 

７割軽減 

対象世帯 

５割軽減 

対象世帯 

２割軽減 

対象世帯 

全体 １９，１２３世帯 
９，９２１世帯 ５，６２２世帯 １，８２５世帯 １，７５５世帯 

５１．９％ ２９．４％ ９．５％ ９．２％ 

うち未就学児の 

いる世帯 
３３０世帯 

１６５世帯 ８７世帯 ４５世帯 ３３世帯 

５０．０％ ２６．４％ １３．６％ １０．０％ 

 

 

 

【参考１】標準保険料率、現行税率と令和７年度の想定税率の詳細 

※ 下段カッコ内は、現行税率との差 

 

【参考２】モデルケースの世帯構成の詳細 

・ 夫婦２人子２人……… 世帯収入:給与５００万円(世帯主・４０歳以上)、子２人未就学児 

介護分対象１人 

・ 夫婦…………………… 世帯収入:年金２００万円・８０万円（夫婦とも６５～７４歳） 

・ 単身…………………… 給与収入１００万円、介護分対象者なし、世帯所得により５割軽減 

 

 

  
令和７年度 

令和８年度 

  ＋１％ ＋２％ ＋４％ ＋６％ 
標準保険料率 

(仮算定) 

所
得
割 

医療

分 
６．１６％ 

６．２２％ ６．２８％ ６．４１％ ６．５３％ ７．８３％ 

（＋０．０６） (＋０．１２) (＋０．２５) (＋０．３７) （＋１．６１） 

後期

分 
２．００％ 

２．０２％ ２．０４％ ２．０８％ ２．１２％ ２．９７％ 

（＋０．０２） (＋０．０４) (＋０．０６) (＋０．１２) （＋０．９７） 

介護

分 
１．７８％ 

１．８０％ １．８２％ １．８５％ １．８９％ ２．６３％ 

（＋０．７２） (＋０．１０) (＋０．１０) (＋０．７７) （０．８５） 

子ど

も分 
     ０．２７％ 

計 ９．９４％ 
１０．０４％ １０．１４％ １０．３４％ １０．５４％ １３．４３％ 

（＋０．１０） (＋０．２０) (＋０．４０) (＋０．６０) （＋３．４９） 

均
等
割 

医療

分 
３０，２００円 

３０，５００円 ３０，８００円 ３１，４００円 ３２，０００円 ４８，８０７円 

（＋３００） (＋６００) (＋１，２００) (＋１，８００) （＋１８，６０７） 

後期

分 
１２，４００円 

１２，５００円 １２，６００円 １２，９００円 １３，１００円 １８，３８８円 

（＋１００） (＋２００) (＋５００) (＋７００) （＋５，９８８） 

介護

分 
１２，６００円 

１２，７００円 １２，９００円 １３，１００円 １３，４００円 １９，２１３円 

（＋１００） (＋３００) (＋５００) (＋８００) （＋６，６１３） 

子ど

も分 
    

均等割：１，７１９円 

１８歳以上均等割：１１３円 

計 ５５，２００円 
５５，７００円 ５６，３００円 ５７，４００円 ５８，５００円 ８６，２４０円 

（＋５００） (＋１，１００) (＋２，２００) (＋３，２００) （＋３１，０４０） 


